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 会長の時間  

※２０２０～２０２１年度 役員・理事が下記のとおり選出されました。 

      会 長  檜垣康彦     幹 事  金岡泰成 

  副会長  黒神直大     副幹事  竹光国男 

  会 計  金丸眞明     ＳＡＡ  土屋孝明 

  理 事  廣田 徹     理 事  松原健一郎 

   理 事  御園生宜尚    理 事  重高正博 

 

※１２月度会員お誕生日のお祝い 

 ３日 河谷昭彦君   ５日 原田亮彦君  １０日 宮本治郎君 

１７日 國光 弘君  １９日 中川宣夫君 

 

※１２月度会員事業所創立記念日のお祝い 

１日 (医)淳信会まさこメディカルクリニック １４周年  登坂正子さん 

１日 清木法律事務所            ７周年  清木敬祐君 

１日 シラナガ動物病院          １９周年  白永伸行君 

２日 ㈱広島銀行徳山支店         ６６周年  戸井秀樹君 
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              ロータリーは世界をつなぐ 

♪斉  唱  「 我等の生業 」 

♪今月の愛唱歌 「 北帰行 」 

 

プログラム 上半期反省アッセンブリー 

 

次回予告 １２月１７日（火）１７：３０～ 

 

プログラム 忘年クリスマス家族会 



 幹事報告  

１．１２月度理事会報告  

・１２月、１月度プログラムの件・・・・・・・・・・・・・・承認 

・忘年クリスマス家族会の件・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

・下半期会費の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

・グループ４インターシティーミーティングの件・・・・・・・承認 

・下半期会費の件（１月発送）・・・・・・・・・・・・・・・ 承認 

・１月度理事会の件（1/21）・・・・・・・・・・・・・・・・ 承認 

・事務局賞与の件（12/10支給）・・・・・・・・・・・・・・・承認 

・１１月度決算の件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認 

 

２．当クラブ例会変更のお知らせ   

・忘年クリスマス家族会 

 とき：１２月１７日（火）例会１７：３０～ 家族会１８：００～ ところ：遠石会館 

・１２月２４日（火）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・１２月３１日（火）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・徳山ＲＣとの新年合同例会 

 とき：１月７日（火）→９日（木）１８：００～ ところ：遠石会館 

・１月１４日（火）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・２月１１日（火）は、祝日のため休会。 

・創立４０周年記念式典・懇親会 

とき：２月１８日（火）１７：００集合（式典１８：３０～）ところ：遠石会館 

・グループ４ＩＭ 

 とき：２月２５日（火）→２２日（土）１６：００～ ところ：ホテル松原屋 

 

３．他クラブ例会変更のお知らせ  

・柳井ＲＣ（年末家族会） 

 とき：１２月１７日（火）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：柳井クルーズホテル 

・山口県央ＲＣ（クリスマス家族例会） 

 とき：１２月１７日（火）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：山口グランドホテル 

・徳山東ＲＣ（夜間例会） 

 とき：１２月１８日（水）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：国民宿舎大城 

・山口ＲＣ（クリスマス家族会） 

 とき：１２月１８日（水）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：ホテルかめ福 

・徳山ＲＣ（忘年家族会） 

 とき：１２月１９日（木）１２：３０→２４日（火）１８：００～ ＭＵ：遠石会館 

・柳井西ＲＣ（クリスマス例会） 

 とき：１２月１９日（木）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：柳井グランドホテル 

・徳山セントラルＲＣ（クリスマス家族例会） 

 とき：１２月２３日（月）１８：３０～ ＭＵ：ホテルサンルート徳山 

・光ＲＣ（クリスマス家族例会） 

 とき：１２月２３日（月）１２：３０→２１日（土） ＭＵ：ホテル松原屋 

・防府ＲＣ・・・１２月２３日（月）は、定款第８条第１節適用のため休会。 



・柳井ＲＣ・・・１２月２４日（火）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・山口県央ＲＣ・           〃 

・徳山東ＲＣ・・・１２月２５日（水）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・山口ＲＣ・・・・          〃 

・岩国中央ＲＣ（親睦夜間例会） 

 とき：１２月２５日（水）１２：３０→１８：３０～ ＭＵ：岩国国際観光ホテル 

・徳山ＲＣ・・・１２月２６日（木）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・柳井西ＲＣ・・           〃 

・岩国西ＲＣ・・１２月２７日（金）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・徳山セントラルＲＣ・・１２月３０日（月）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

・光ＲＣ・・・・・・・・          〃 

・防府ＲＣ・・・・・・・          〃 

・山口県央ＲＣ・・・１２月３１日（火）は、定款第８条第１節適用のため休会。 

 

 委員会報告  

《  ロータリー情報  》  

理事および役員 

 

《  親  睦  》  

◎拙速会（ゴルフ同好会）のご案内（メーキャップ認定事業） 

 とき：１２月２２日（日）９：３８スタート ところ：周南Ｃ.Ｃ 会費：３,０００円 

 

《  出  席  》  

☆事後メーキャップ者及び欠席者（１２／９現在） 

（１１月２６日分） 修正出席率 ９０．９１％ 

（１２月 ３日分） 

赤坂君（    ）青木(幸)君（    ）青木(武)君（    ）藤井(正)君（    ） 

原田(亮)君（    ）原田(良)君（    ）廣田君（    ）金岡君（    ） 

森本君（    ）清木君（    ）白永君（    ）田中君（    ） 

友田君（    ）登坂さん（    ） 

 

《  Ｓ .Ａ .Ａ  》  ★★先週のスマイルボックス★★ 

宗藤君    本日はスリランカ視察訪問のお話楽しみにしております。重高様、珍道中の

話よろしくお願いいたします。 

藤井(秀)君   妻の誕生日のお祝いありがとうございます。重高さん、今日はよろしくお願

いします。皆さん、寒くなりました。風邪には気を付けましょう。 

藤井(英)君   ４０年近くにわたってありがとうございました。皆様の暖かい友情の数々

感謝します（本年末で退会）当会の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

重高君    本日スリランカ水プロジェクト視察の報告をさせていただきます。拙い報告

ですが、我慢して聞いてください。 

蔵清君     重高さん、スリランカ報告、大変ありがとうございます。 

香川君    重高ロータリー財団委員長、スリランカ視察訪問お疲れ様でした。卓話よろ

しくお願いいたします。 

河谷君    誕生日のお祝いありがとうございます。 

管田君    家内の誕生祝い、ありがとうございます。我が家は２人だけですが、

“One Team”でこれからもがんばります。 

黒神(直)君   今日に限って父が欠席です。１２月２５日の結婚のお祝い、ありがとう

ございます。神主がなぜクリスマスに結婚したのか不思議ですが。 



宮本君    結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

齋藤君    来週はいよいよ来年の鈴鹿８耐への出場権をかけたマレーシアでのレース

に出場します。何とか完走して吉報を届けられたらと思います。 

吉原君    冬将軍が到来しました。皆様お体お大事に！その寒さを吹き飛ばすような 

遠石会館のランチいつも楽しいです。ありがとう！ 

金丸君    遅くなりましたが、事業所創立記念と私と妻の誕生日のお祝い、誠にあり 

がとうございました。本日は所用にて早退させていただきます。 

御園生君   申し訳ございません。所用のため早退いたします。 

合計   ３７,０００円 

累計  ４９２,０００円 

 

 

◎ロータリー情報◎ 

理事および役員 

 

管理主体 

本クラブの管理主体は、細則の定めるところによって構成される理事会とする。 

権限 

理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持つものとし、正当な理由があ 

る場合は、そのいずれをも罷免することができる。 

 

理事会による最終決定 

 クラブのあらゆる事項に関する理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して

提訴する以外にこれを覆す余地はない。しかしながら、会員身分の終結の決定に関して

は、会員は標準クラブ定款第15条第6節（会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求め

る権利）の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。

このような提訴の場合、提訴となった決定は、理事会が指定した例会において、定足数の

出席を得て、その出席会員の3分の2の投票によってのみ覆すことができるものとする。そ

して、当該例会の少なくとも5日前に、当該提訴の予告が幹事により。各会員に対して与え

られていなければならない。もし提訴が行われた場合はクラブの決定が最終決定となる。 

 

クラブ役員 

 クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副 

会長、および会場監督を役員に含めることができる。このうち、会長、直前会長、会長エ 

レクト、副会長、幹事および会計は、全員理事会のメンバーとする。また、会場監督は、 

細則の定めるところに従って理事会のメンバーとすることができる。 

 

「改訂第2版ロータリー情報ハンドブック“ロータリアン必携”2017」より 

 

 

 

 

 

♪今月の愛唱歌♪ 

        北 帰 行     作詞／作曲：宇田 博  

 

         窓は夜露にぬれて 都 すでに遠のく 

         北へ帰る 旅人ひとり 涙流れて やまず 


